
仕様書 

 

○事務端末 

台 数：１００台 

形 式：液晶一体型パソコン 

ディスプレイ：21.5型フルHD(1920x1080)以上のサイズ・解像度で非光沢スクリーンであること 

O S：Windows10 Enterprise（LTSC） 64bit版 

C P U：インテル i5-8500Tプロセッサーもしくは同等品以上であることで Intel vPro テク

ノロジーと同等の機能を有すること。 

内蔵型光学ドライブ：DVD±R/±RW（読込、書込両方ともできること。） 

内 蔵 ス ト レ ー ジ：256GB SSD以上 

メ モ リ：8GB以上 

通 信 機 能：有線LAN 1000 BASE-T に対応したイーサネットコネクタを有すること 

無 線  L A N：IEEE802.11 ac/a/b/g/n 準拠のモジュールを内蔵すること。 

インターフェイス：USB ポート： USB3.0×4 以上有すること 

外部ディスプレイを接続できる拡張性を有すること 

スピーカー：内蔵ステレオスピーカーを有すること 

キーボード：テンキー付きキーボードであること。 

マ ウ ス：USB接続のホイール付光学式マウス（ガラスや透明シートの上でも動作可能で、Webブ

ラウザ専用の「戻る」「進む」ボタンを搭載すること） 

そ の 他：省電力による稼働を考慮されていること 

付属ソフト等：・Microsoft(R) Office Professional Plus 2019（100式） 

・Windows Enterprise 日本語版 アップグレードライセンス＆ソフトウェアアシュ

アランスパッケージ（100式） 

・Symantec Ghost solution suite（100式） 

・Windows Server CAL 2019 ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL（100式） 

・NetSupport Manager（100式） 

・武蔵システム 社製 TTEdit（10式） 

・サイトー企画 社製 秀丸エディタ（100式） 

付 属 品：工場出荷時の初期状態に復元可能な DVD ２式 

その他の納入物品：事務端末の初期設定に復元可能なマスターイメージを格納した媒体１式(OS、OA ソ

フト、事務システムクライアントソフト等を含む、ただし、IP アドレス、端末名、

プリンタドライバ等、個別に設定する必要がある情報は除く) 

備 考：以下の点に注意すること。 

・アプリケーションソフトについては、ライセンス証書等を納品すること。 

・アカデミックライセンスにて調達可能なものは当該ライセンスで調達するものとする。 

・プロダクトキーの取得に関しては、メーカからのメール通知後に県立大学側でマイクロソフトの 

VLSC のサイトにて登録して発行する。 

・環境複製用のマスターイメージは再作成・カスタマイズ可能であること、全台再展開（複数回）

が可能なようにライセンス承認等を考慮したライセンス構成であること。 

 



 

○その他 

以下の項目は納入物品の共通事項である。 

（１）機種選定条件 

操作性、保守性、耐久性、信頼性および省電力性に十分配慮されていること。 

（２）電気的特性 

以下の電気的条件のもとで機能が正常に動作しなければならない。 

① ＡＣ電源電圧 １００Ｖ±１０Ｖ 

② ＡＣ電源周波数 ５０Ｈｚ/６０Ｈｚ共用 

（３）環境への配慮 

環境への影響に配慮し、次の①②の条件を満たすこと。また、③～⑥にもできるだけ配慮した

ものとする。 

① グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」による基準エネルギ

ー消費効率を上回らないこと。 

② 県立大学担当者が不要とする製品の梱包材は持ち帰ること。 

③ 使用済み製品（使用済み二次電池を含む。）の回収及び再使用または再生利用システムがあ

り、再使用または再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 

④ 資源有効利用促進法の判断基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化や部品の再使用、素材

の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 

⑤ 再生プラスチック材や一度使用された製品から再使用部品が多く使用されていること。 

⑥ 製品の包装は、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

（４）留意事項 

本仕様書に記載していない事項であっても、本仕様書に記載する要件に必要なものがある場合

は本調達に含めること。 

（５）保守について 

① 本仕様書に関する機器について、迅速な保守サ－ビス提供が可能なこと。 

② 保守サービスは納入完了後１年間とし、その間は無償とする。 

③ 保守サービスの対象は納入した機器に限るものとし、故障の連絡を受付けてから１時間以内

に保守サービスに係る日程を調整し、県立大学担当者に報告を行うこと。なお、保守サービス

はオフサイト保守とし、その範囲は障害部品交換・修理とする（調整および設定を含む。）。 

④ 故障の連絡の受付時間帯は午前８時３０分から午後５時１５分までとする（ただし、土・日、

祝日を除く。）。 

⑤ 受託者は、ここに定める保守及び障害復旧作業を行った時は、速やかに書面により県立大学

担当者に報告するものとする。 

⑥ 保守の例外（以下の各号に定める事項が起こった場合は保守の範囲に含まれないものとす

る。） 

・天災、地変、その他納入者の責に帰すことのできない事由により生じた故障の修理。 

・使用者の不適切な機器の使用、または取扱いによる故障の修理。 

 

○納入について 

 令和元年９月２４日から令和元年９月３０日の間で納入すること。 


